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4. 退職所得管理 

・｢拡張機能操作マニュアル 退職所得計算編｣参照 

   退職所得に関する｢退職所得の源泉徴収票・特別徴収票｣、死亡退職時｢退職手当金等 

受給者別支払調書｣の作成ができます。 

『人事管理』⇒『届出管理』  「退職所得管理」 

 

 

＜登録の仕方のポイント＞ 

 退職者が発生したら、『人事』メニュー｢退職年月日｣（｢退職連携開始年月日｣）に登録すると、 

『届出管理』メニュー｢退職所得情報｣に自動反映されます。 

 ｢退職支払金額｣などを登録すると、所得税計算をします。  

 

 

『人事』メニュー                反映あり    『届出管理』メニュー ｢退職所得管理｣ 

｢退職年月日｣                         ｢退職年月日｣ 

                                  反映なし 

 

 

 

 

× 

(1) 

(2)(3) 
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＜退職所得管理の手順＞ 

（１）退職所得を振込するための振込会社情報登録（初回のみ） 

 

（２）｢退職所得の源泉徴収票・特別徴収票｣作成の手順 

（２）－１ 『人事』メニュー｢人事基本情報｣にて、退職情報｢退職年月日｣を登録します。 

（２）－２ ｢退職所得管理｣にて、｢退職所得情報｣を登録します。 

（２）－３ 退職所得の税額等を計算します。 

（２）－４ ｢退職所得の源泉徴収票・特別徴収票｣を作成します。 

（２）－５ ｢退職所得の源泉徴収票・特別徴収票｣にマイナンバーを付加します。 

（２）－６ 退職所得の振込データの作成をします。 

（２）－７ 退職所得の地方税の納付が可能です。（地方税処理契約のお客様のみ） 

 

（３）死亡退職時の｢退職手当金等受給者別支払調書｣作成手順 

（３）－１ 『人事』メニュー｢人事基本情報｣にて、退職情報｢退職年月日｣を登録します。 

（３）－２ ｢退職所得管理｣にて、｢退職所得情報｣を登録します。 

（３）－３ 退職所得の税額等を計算します。 

（３）－４ ｢退職手当金等受給者別支払調書｣を作成します。 

 

 

（１）退職所得を振込するための振込会社情報登録（初回のみ） 

『人事管理』⇒『届出管理』 「退職所得振込会社情報登録」 

 

 

①「退職所得振込会社情報」に退職所得を振り込む会社の振込元の銀行情報を登録します。 

 

 

 

 

① 
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（２）｢退職所得の源泉徴収票・特別徴収票｣作成の手順 

（２）－１ 退職日の登録 

『人事』メニュー｢人事基本情報｣にて、退職情報｢退職年月日｣を登録します。 

 

『人事管理』⇒『人事』 ｢人事基本情報｣ 

 

①｢退職年月日｣を入力します。 

※｢退職連携開始年月日｣は、給与（賞与）処理にて退職処理をし、｢給与所得の源泉徴収票｣を 

出力したい場合は入力してください。 

 

②｢退職金起算日｣を入力すると、｢入社年月日｣ではなく｢退職金起算日｣を使用して勤続年数を 

計算します。 

（転籍等がなく｢入社年月日｣で勤続年数を計算してよいときは、入力不要です） 

 

 

 

① 

 

 

② 
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（２）－２ 退職所得情報の登録 

｢退職所得管理｣にて、｢退職所得情報｣を登録します。 

 『人事管理』⇒『届出管理』 「退職所得情報」 

 

①｢支払年月日｣（退職所得の振込データを作成する場合は、③振込口座への支払い年月日）、 

｢退職金支払金額｣など必要な情報を入力します。 

②｢退職年月日｣などの｢基本情報｣は、『人事』メニュー｢基本情報｣｢住所情報｣に入力したものが、

自動連携されます。 

 

 

 

 

 

① 

    

 

  

 

 

② 

 

 

 

 

 
続く 



 

 

40 

 

 ※（１） 「退職所得振込会社情報登録」した情報が表示されますので選択、確認します。 

 ③初期値として、最新の給与本処理結果の給与第一口座情報が表示されますので、必要があれ

ば、振込先の修正をしてください。（振込データを作成しない場合は使用しません） 

④「更新｣ボタンを押下します。 

 

（２）－３ 退職所得の税額等の計算 

退職所得の税額等の計算をします。 

⑤｢計算｣ボタンを押下すると、「計算結果」に自動計算されます。 

⑥｢PDF出力｣を押下すると、表示対象者のみ「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」が作成され

ます。（※マイナンバーは表示されません） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥    ⑤                        ④                

続き 

 

③ 

    

 

  

 

⑤ 

 

 

 

※ 
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（２）－４ ｢退職所得の源泉徴収票・特別徴収票｣の作成 

｢一括計算｣にて｢対象者検索｣し、対象者を一括で作成することができます。 

『人事管理』⇒『届出管理』 ｢一括計算｣ 

 

①｢対象者検索｣にて対象者を｢検索｣し、｢社員一覧｣に作成対象者を表示します。 

②｢一括計算｣ボタンを押下すると、｢計算結果.xlsx｣が作成され、計算結果が確認できます。 

③｢帳票作成｣ボタンを押下すると、PDF ファイル｢退職所得の源泉徴収票・特別徴収票｣が作成対

象者分出力されます。 

④｢連携データ｣ボタンを押下し、◎Ｗｅｂマイナンバー管理サービス連携用のｔｘｔファイルが作成さ

れますので、ダウンロードします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

    

 

 

 

 

 

④ 

③ 

② 

 

③ ④                          ② 



 

 

42 

（２）－５  マイナンバーの付加 （◎Webマイナンバー管理サービスにて） 

 ｢退職所得の源泉徴収票・特別徴収票｣にマイナンバーを付加します。 

（２）－４で作成したｔｘｔファイルを◎Webマイナンバー管理サービスにて取り込み、マイナ

ンバーを表示します。 

◎Webマイナンバー管理サービス-『法定帳票・データ作成』-｢２．電子データ作成｣ 

 

◎Webマイナンバー管理サービス-『法定帳票・データ作成』-｢１．法定帳票作成｣ 

｢帳票データアップロ－ド｣ 

 

 

 

 

 

 

 

「参照」にtxtファイルを選択し上記のように設定後、「帳票／データ作成」ボタンを押

下します。（マイナンバー付の｢退職所得の源泉徴収票・特別徴収票｣が作成される） 
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（２）－６ 振込データ作成 

『人事管理』⇒『届出管理』 ｢振込データ作成｣ 

 

①「作成条件」を入力します。 

②「作成」ボタンを押下します。 

③「退職所得振込明細表」を確認します。 

 

④ｄａｔファイルをダウンロードし、振込手続きをします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①             

④ 

③             

②           
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（２）－７ 退職所得の地方税の納付 

退職所得に係わる地方税の納付が可能です。（地方税処理契約のお客様のみ） 

『給与計算』⇒『地方税』 

 

『給与計算』⇒『地方税』 「納付月登録」 

 
①「納付年月」を登録します。 

 

『給与計算』⇒『地方税』 「退職所得情報反映」 

 

②「反映」ボタンを押下して、「反映対象者一覧」を作成し確認します。 

②           

①           
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『給与計算』⇒『地方税』 「地方税後日変更」 

 

③「納付年月日」を確認します。 

④「地方税コード」を選択します。 

⑤「市区町村コード」「市区町村名」と「退職所得」の地方税金額「市区町村民税」「道府県民税」を

確認します。 

⑥「編集」ボタンを押下すると、金額の変更等が可能です。 

また、通常の給与所得の地方税金額の地方税後日変更のデータ入力ができます。 

 

『人事管理』⇒『届出管理』 「退職所得情報」との関係 

 

 

 

 

 

④           

⑥           

⑤           

③           

中略 

⑤の内容と一致し

ていることが確認

できる           
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『給与計算』⇒『地方税』 「計算指示」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦「本処理指示」ボタンを押下するとデータの送信がされるとともに、「地方税合計表」が作成されま

す。給与に係わる地方税金額と、あわせて退職所得に係わる地方税の金額も確認します。 

 （「地方税合計表」は『外部出力』メニュー「固定帳票出力」でも出力可能です） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦           
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（３）死亡退職時の｢退職手当金等受給者別支払調書｣作成手順 

本人が死亡退職され、遺族の方が退職金を受け取る場合は、｢退職所得の源泉徴収票・特別 

徴収票｣ではなく、｢退職手当金等受給者別支払調書｣が作成されます。 

 

（３）－１ 退職日の登録 

 『人事』メニュー｢人事基本情報｣にて、退職情報｢退職年月日｣を登録します。 

『人事管理』『人事』 ｢人事基本情報｣ 

 

①｢退職年月日｣を入力します。 

※｢退職連携開始年月日｣は、給与（賞与）処理にて退職処理をし、｢給与所得の源泉徴収票｣を 

出力したい場合は入力してください。 

②｢退職金起算日｣を入力すると、｢入社年月日｣ではなく｢退職金起算日｣を使用して勤続年数を 

計算します。（転籍等がなく｢入社年月日｣で勤続年数を計算してよいときは、入力不要です） 

 

 

 

① 

    

 

② 
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（３）－２ 退職所得情報の登録 

｢退職所得管理｣にて、｢退職所得情報｣を登録します。 

『人事管理』⇒『届出管理』 ｢退職所得情報｣ 

 

 

①｢支払年月日｣｢退職金支払金額｣などの退職所得情報を入力します。 

②｢退職年月日｣などの｢基本情報｣は、『人事』メニュー入力したものが、自動連携されますが、 

 ｢死亡年月日｣は登録が必要です。 

＜注意＞  ｢死亡年月日｣について 

『給与』メニュー｢年末調整情報｣の｢死亡年月日｣も登録をしないと、｢給与所得の源泉徴収票｣の 

｢死亡退職｣に｢＊｣が表示されませんので、ご注意ください。 （自動反映はされません） 

 

 

 

① 

    

 

 

 

 

 

② 

 

続く 
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※（１）「退職所得振込会社情報登録」した情報が表示されますので、選択、確認します。 

③初期値として、最新の給与本処理結果の給与第一口座情報が表示されますので、必要があれ

ば、遺族の方の振込先などに「振込口座」を修正してください。（振込データを作成しない場合

は使用しません） 

④退職金を受け取る「遺族情報」を入力してください。「退職手当金等受給者別支払調書」の受給

者となります。 

⑤「更新」ボタンを押下します。 

 

（３）－３ 退職所得の税額等の計算 

⑥｢計算｣ボタンを押下すると、「計算結果」に自動計算されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続き 

③ 

    

 

④ 

 

 

 

⑥ 

 

⑦    ⑥                         ⑤ 
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（３）－４ ｢退職手当金等受給者別支払調書｣を作成 

⑦｢PDF出力｣ボタンにて｢退職手当金等受給者別支払調書｣を作成します。 

｢退職手当金等受給者別支払調書｣ 

 

 

｢退職手当金等受給者別支払調書｣について 

・｢一括作成｣は、できません。（ひとりずつ作成するのみ） 

・◎Webマイナンバー管理システムを利用して、マイナンバーを付加することもできません。 

・「（２）－６振込データの作成」の手順を行うことで振込も可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


